
令和７年度からのASP利用継続案件の取扱いに係る整理
令和７年度から「工事情報共有システム（ASP方式）」（以下、「ASP」という。）を継続して利用する
案件について、「受注者等提出書類処理基準・同実施細目」の改定に係る具体の対応について、
以下のとおり取り扱うことができるものとします。

⇒R8.4.1より基準に追加された「汎用帳票」については、
従前よりASPで取り扱うことができる様式を準用可能とします

⇒ R8.4.1以降の基準で削除となった様式については、
継続して表示されますが、使用しない場合は選択しない
ようにしてください

⇒ASPでは、旧様式の番号で表示されるため、読み替えて
利用してください
（なお、従前の様式で作成することも妨げておりません）
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⇒基準において、様式の内容が変更されたものであるため、
ASPでは、改定後の新様式を添付してください

⇒ R8.4.1以降の基準で削除となった様式については、
継続して表示されますが、使用しない場合は選択しない
ようにしてください

令和７年度から「工事情報共有システム（ASP方式）」（以下、「ASP」という。）を継続して利用する
案件について、「受注者等提出書類処理基準・同実施細目」の改定に係る具体の対応について、
以下のとおり取り扱うことができるものとします。

⇒ASPで処理する様式でないため、改定の影響はありません

受注者等提出書類処理基準・同実施細目


